
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
次
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
を
「
次
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第

三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
六
条
の
三
第
二
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

第
九
条
の
二
第
二
項
中
「
う
ち
、」
を
「
う
ち
企
業
局
長
が
定
め
る
も
の
そ
の
他
」
に
、「
職
員
に
は
」
を
「
も
の
と
し
て
企
業
局
長
が
定
め
る
職
員
に
は
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
週
休
日
等
以
外
の
日
の
午
前
零
時
か
ら
」
を
「
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
」
に
改
め
、「
の
間
」
の
下
に
「（
週
休
日
等
に
含
ま
れ
る
時
間
を
除
く
。）」
を
加

え
る
。

第
二
十
一
条
中
「
、
第
六
条
の
三
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
」
を
削
る
。

（
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
、
第
六
条
の
三
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
」
を
削
る
。

附

則

1

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
六
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
の
あ
る
職
員
（
企
業
局
長
が
定
め
る
職
員
を
除

再
校

　

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日
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事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
五
十
六
号



く
。）
に
対
し
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類

及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
扶
養
手
当
を
支
給
す
る
。

3

施
行
日
以
後
に
新
た
に
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
企
業
職
員
（
以
下
「
企
業
職
員
」
と
い
う
。）
で
あ
っ
て
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。）
で
あ
る
も
の
及
び
企
業
職
員
で
あ
っ
て

暫
定
再
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。）
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
同
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
こ
れ

ら
の
者
又
は
施
行
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
公
署
の
移
転
が
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

四
校
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